
 

 

 

令和5年5月8日より感染症法5類に引き下げられましたが、

感染を広げないために、ご自身を守るために、 

院内では以下のご協力をお願いしています。 

 

 マスクの着用 

 正面玄関での検温・手指消毒 

 病院出入口の制限 

 面会は原則禁止（許可申請が必要） 

 

診療は感染対策を徹底しながら通常通り行っております。 

安心してご来院ください。 

 

 

 

 

新型コロナウイルスに関するご案内 


